
平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

【当初提出分】

議案番号 件　　　名 概　要

議案１ １　事故発生日時

〔一般〕 　　　平成２９年７月５日　午後６時１６分頃

２　事故発生場所

　　　久留米市御井朝妻一丁目５番１号北側路上（国道３２２号線）

３　当事者

  　　市　　　　教育部学校教育課　女性任期付短時間勤務職員

  　　相手方　　久留米市西町在住の女性

４　事故の状況

　　　職員が公務により車両を運行中、上記路上において渋滞により停車

　　していたところ、誤ってブレーキから足を離したため、市車両が発進し、

　　前方に停止していた相手方車両の後部に追突したもの。

５　損害賠償の額

　　　市は、相手方に対し損害賠償金８０４，３８２円を支払う。

　　　内訳　治療費　　２９４，５５６円

　　　　　　通院費　　　　２，２２６円
　　　　　　　休業損害　２０５，２００円

　　　　　　慰謝料　　３０２，４００円

６　損害賠償の方法

　　　一時払

（平成２９年１２月２８日専決処分）

議案２ １　事故発生日時

〔一般〕 　　　平成２９年３月２１日　午前９時４０分頃

２　事故発生場所

　　　久留米市三潴町田川１１７番地５付近交差点

３　当事者

  　　市　　　　健康福祉部保健所地域保健課　女性職員

  　　相手方　　久留米市三潴町在住の女性

４　事故の状況

　　　職員が公務により車両を運行中、上記交差点において赤の点滅信号

　　に従い一旦停止した後、同交差点に南側から進入し右折しようとした

　　ところ、確認が不十分であったため、同交差点の東側から西側に向けて

　　直進してきた相手方車両左側面に市車両前部が衝突したもの。

５　損害賠償の額

　(1)　人的損害

　　　市は、相手方に対し損害賠償金として１，４２２，４１１円を支払う。

　　　内訳　治療費　　　　　　　　　　６１８，６０６円

　　　　　　通院費　　　　　　　　　　　１６，２３６円

　　　　　　休業損害　　　　　　　　　４３６，０５０円

　　　　　　慰謝料　　　　　　　　　　６０２，５３３円

　　　　　　相手方の過失による差引額　２５１，０１４円

　(2)　物的損害

　　　市は、相手方に対し損害賠償金として３０２，０３２円を支払う。

　　その内容は、市の賠償責任額３２９，０３２円と相手方の賠償責任額

　　２７，０００円を相殺した額である。

６　損害賠償の方法

　　　一時払

（平成３０年１月３０日専決処分）

交通事故に
よる損害賠
償の専決処
分について

交通事故に
よる損害賠
償の専決処
分について
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平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案３ １　事故発生日時

〔条例〕 　　　平成２９年４月３日　午後２時頃

２　事故発生場所

　　　久留米市南二丁目（相手方所有住宅敷地内）

３　当事者

  　　市　　　　健康福祉部保健所地域保健課　　女性職員

  　　相手方　　久留米市南二丁目在住の男性

４　事故の状況

　　　職員が、公務中、上記敷地内において、市車両を後進して駐車しよう

　　としたところ、アクセルを強く踏み込み過ぎたため、市車両後部が

　　相手方所有住宅の外壁に設置された鉄製植木鉢置きに接触し、破損

　　させたもの。

５　損害賠償の額

　　　市は、相手方に対し市の過失１００パーセントとして損害賠償金

　　１５１，２００円を支払う。

　　　内訳　鉄製植木鉢置き交換工事費　１２９，６００円

　　　　　　外壁補修工事費　　　　　　　２１，６００円

６　損害賠償の方法

　　　一時払

（平成３０年１月３０日専決処分）

議案４ １　事故発生日時

〔一般〕 　　　平成２９年１１月６日　午前９時３０分頃

２　事故発生場所

　　　久留米市城南町１５番地３（久留米市庁舎東側駐車場内）

３　当事者

  　　市　　　　環境部資源循環推進課　男性職員

  　　相手方　　法人（福岡営業所）の男性職員

４　事故の状況

　　　職員が、公務により車両を運行中、上記駐車場の通路部分において、

　　駐車枠線内に駐車するためにハンドルを右に切りながら市車両を後進

　　させたところ、市車両の左後方に駐車していた相手方車両（無人）の

　　右前部に市車両の左後部が衝突し、相手方車両を破損させたもの。

５　損害賠償の額

　　　市は、相手方法人に対し市の過失１００パーセントとして損害賠償金

　　２５３，００３円を支払う。

　　　内訳　車両修繕料　１３０，００３円

　　　　　　代車料　　　１２３，０００円

６　損害賠償の方法

　　　一時払

（平成３０年１月３０日専決処分）

交通事故に
よる損害賠
償の専決処
分について

家屋破損事
故による損
害賠償の専
決処分につ
いて
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平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案５ １　事故発生日時

〔一般〕 　　　平成２９年１１月７日　午前１１時４０分頃

２　事故発生場所

　　　久留米市西町８４７番１６（めぐみのその幼児園駐車場内）

３　当事者

  　　市　　　　健康福祉部地域福祉課　女性職員

  　　相手方　　久留米市野中町在住の女性

４　事故の状況

　　　職員が、公務により車両を運行中、上記駐車場において、方向転換を

　　するため市車両を後進させていたところ、市車両の右後方に駐車していた

　　相手方車両（無人）の右前部に市車両の後部が接触し、相手方車両を

　　破損させたもの。

５　損害賠償の額

　　　市は、相手方に対し市の過失１００パーセントとして損害賠償金

　　１８０，０００円を支払う。

　　　内訳  車両修繕料　１２０，０００円

　　　　　　代車料　　　　６０，０００円

６　損害賠償の方法

　　　一時払

（平成３０年２月１日専決処分）

議案６ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案７ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案８ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案９ 　地方卸売市場事業特別会計を卸売市場事業特別会計に統合するため、

〔条例〕 条例の一部を改正しようとするもの

[施行日：平成30年4月1日]

議案１０ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案１１ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

平成２９年
度久留米市
介護保険事
業特別会計
補正予算
（第２号）

平成２９年
度久留米市
下水道事業
会計補正予
算(第１号）

久留米市特
別会計設置
条例の一部
を改正する
条例

平成２９年
度久留米市
一般会計補
正予算（第
４号）

交通事故に
よる損害賠
償の専決処
分について

平成３０年
度久留米市
一般会計暫
定予算

平成３０年
度久留米市
国民健康保
険事業特別
会計予算

3



平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案１２ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案１３ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案１４ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案１５ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案１６ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案１７ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案１８ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案１９ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案２０ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

平成３０年
度久留米市
母子父子寡
婦福祉資金
貸付事業特
別会計予算

平成３０年
度久留米市
農業集落排
水事業特別
会計予算

平成３０年
度久留米市
競輪事業特
別会計予算

平成３０年
度久留米市
市営駐車場
事業特別会
計予算

平成３０年
度久留米市
介護保険事
業特別会計
予算

平成３０年
度久留米市
住宅新築資
金等貸付事
業特別会計
予算

平成３０年
度久留米市
卸売市場事
業特別会計
予算

平成３０年
度久留米市
特定地域生
活排水処理
事業特別会
計予算

平成３０年
度久留米市
後期高齢者
医療事業特
別会計予算
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平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案２１ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案２２ 　（別に記載するとおり）

〔予算〕

議案２３ １　契約の目的

〔一般〕 　　　平成３０年度に係る包括外部監査契約に基づく監査の実施及び当該監査

　　の結果に関する報告の提出

２　契約の相手方

　(1)　住所　久留米市北野町石崎

　(2)　氏名　香月　孝文

　(3)　資格　公認会計士

３　契約金額

　　　２７０万円を上限とする額。ただし、本予算成立後は、

　　　１，３４０万６，４００円を上限とする額

議案２４ １　事件名

〔一般〕 　　　損害賠償請求事件（福岡地方裁判所久留米支部平成２８年（ワ）

　　　第２１１号）

２　当事者

　　　原告　久留米市瀬下町在住の男性及び法定代理人親権者

３　事件の概要

　　平成２６年７月２２日に久留米市立城南中学校のプールで発生した

　水泳部活動中の事故において、飛び込みの練習の際にプールの底に頭部

　を打ちつけ傷害を負った原告が、久留米市を相手として平成２８年７月

　１５日に訴訟を提起した損害賠償請求事件について、平成３０年１月

　から裁判所による和解協議が行われていたもの。

４　和解条項

　(1)　被告は、原告に対し、本件の解決金として１，０００万円の支払

　　義務があることを認める。

　(2)　被告は、原告に対し、前項の金員を平成３０年４月２７日限り、

　　原告が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。なお振込手数料

　　は、被告の負担とする。

　(3)　原告は、その余の請求を放棄する。

　(4)　原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項

　　に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。

　(5)　訴訟費用は、各自の負担とする。

議案２５ １　指定管理者に管理を行わせる公の施設

〔一般〕 　(1)　川南公園

　(2)　上津ふれあい公園

２　指定管理者に指定する者

　　　久留米市長門石一丁目１５番１５号

　　　　公益財団法人久留米市都市公園管理センター

３　指定する期間

　　　平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで

都市公園の
指定管理の
指定につい
て

包括外部監
査契約の締
結について

訴訟上の和
解について

平成３０年
度久留米市
下水道事業
会計予算

平成３０年
度久留米市
水道事業会
計予算
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平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案２６ 　長門石橋耐震補強（上部工３期）工事執行に当たり、契約金額を変更

〔一般〕 する必要が生じたため、平成２９年６月２２日に議決した「長門石橋耐震

補強（上部工３期）工事請負契約」の一部を変更する契約を締結しようと

するもの

　契約金額

　　変更前　3億2,400万円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

　　　　　　2,400万円）

　　変更後　3億2,602万9,320円（うち取引に係る消費税及び地方消費税

　　　　　　の額2,415万320円）

　　　　　　（※202万9,320円増）

議案２７ 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正に伴い、申請に対する

〔条例〕 審査の手数料を定め、又は額を変更するため、条例の一部を改正しようと

するもの

＜主な内容＞

１　廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係

　2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する

審査手数料を新設

　　1件につき　147,000円

２　土壌汚染対策法関係

　汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査手数料を新設

　　1件につき　70,000円

３　介護保険法関係

　介護医療院の開設の許可の申請に対する審査手数料を新設

　　1件につき　63,000円

[施行日：平成30年4月1日]

議案２８ 　民間における退職給付の支給の実情に鑑み、一般職に属する職員の退職

〔条例〕 手当の額を引き下げるため、条例の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

　退職手当の基本額に係る調整率の引き下げ（100分の87→100分の83.7）

[施行日：平成30年4月1日]

議案２９ 　国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、一般被保険者に係る基礎賦課

〔条例〕 総額、基礎賦課限度額等の規定を整理するため、条例の一部を改正しよう

とするもの

＜主な内容＞

　(1)　国民健康保険法施行令に合わせた基礎賦課総額等の算定に係る規定

　　の整理

　(2)　国民健康保険法施行令に合わせた基礎賦課限度額等に係る規定の整理

[施行日：平成30年4月1日]

長門石橋耐
震補強（上
部工３期）
工事請負契
約の一部を
変更する契
約締結につ
いて

久留米市国
民健康保険
条例の一部
を改正する
条例

久留米市職
員退職手当
支給条例等
の一部を改
正する条例

久留米市手
数料条例の
一部を改正
する条例
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平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案３０ 　高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、保険料を徴収すべき

〔条例〕 被保険者に係る規定の整理等を行うため、条例の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

　国民健康保険制度の住所地特例の適用を受けている者が、年齢到達等により

後期高齢者医療制度の被保険者となった場合に、当該住所地特例の適用を

引き継ぐこととなることを受けた規定の整理

［施行日：平成30年4月1日］

議案３１ 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

〔条例〕 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令の施行に伴い、共生型サービス並びに各障害福祉サービス事業

の人員、設備及び運営に関する基準を整備するため、関係条例の一部を改正

しようとするもの

＜主な内容＞

１　久留米市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準

　に関する条例について、介護保険サービス事業者等の指定を受けている

　事業者が障害福祉サービス（共生型サービス）の事業を行う際に満たす

　べき基準を規定

２　上記の条例及び下記の条例中、各障害福祉サービス事業の人員等に係る

　基準を整備

　(1)　久留米市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営の基準に関する

　　条例

　(2)　久留米市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例

[施行日：平成30年4月1日]

議案３２ 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に

〔条例〕 伴い、条文中の用語の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

　条文中の用語の整理（引用条項等）

[施行日：平成30年4月1日]

議案３３ 　平成３０年度から平成３２年度までの保険料率を定め、及び介護保険法

〔条例〕 の一部改正を踏まえ、介護保険に係る必要な調査に正当な理由なく従わな

かった場合に科する過料の規定について整理するため、条例の一部を改正

しようとするもの

＜主な内容＞

１　第1号被保険者に係る保険料の基準額（月額）を5,651円→6,163円に変更

２　上記１の変更により、合計所得金額等の区分に応じた各保険料を変更

３　介護保険に係る必要な調査に従わなかった第２号被保険者の配偶者

　又は世帯員を、10万円以下の過料を科す対象に追加（介護保険法の一部改正

　を踏まえ、第１号被保険者に係るそれらの者と同様の取扱いとするもの）

[施行日：平成30年4月1日]

障害者の日
常生活及び
社会生活を
総合的に支
援するため
の法律に基
づく指定障
害福祉サー
ビスの事業
等の人員、
設備及び運
営に関する
基準等の一
部を改正す
る省令の施
行に伴う関
係条例の整
備に関する
条例

久留米市介
護保険条例
の一部を改
正する条例

久留米市重
度障害者医
療費の支給
に関する条
例の一部を
改正する条
例

久留米市後
期高齢者医
療に関する
条例の一部
を改正する
条例
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平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案３４ 　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

〔条例〕 を改正する省令の施行に伴い、共生型サービス並びに各介護保険サービス

事業の人員、設備及び運営に関する基準を整備するため、関係条例の一部

を改正しようとするもの

＜主な内容＞

１　下記の条例について、障害福祉サービス事業者の指定を受けている

　事業者が介護保険サービス（共生型サービス）の事業を行う際に満たす

　べき基準を規定

　(1)　久留米市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準に

　　関する条例

　(2)　久留米市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

　　に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

　　方法等の基準に関する条例

　(3)　久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等

　　の基準に関する条例

２　上記の条例及び下記の条例中、介護医療院の創設等に伴う各介護保険

　サービス事業の人員等に係る基準を整備

　(1)　久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

　　及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

　　ための効果的な支援の方法等の基準に関する条例

　(2)　久留米市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等の基準に関する

　　条例

　(3)　久留米市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

　　予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に

　　関する条例

　(4)　久留米市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等の基準に

　　関する条例

　(5)　久留米市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に

　　関する条例

　(6)　久留米市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に

　　関する条例

　(7)　久留米市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

　(8)　久留米市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

　(9)　久留米市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

[施行日：平成30年4月1日（一部平成30年10月1日）]

議案３５ 　地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法

〔条例〕 律の施行に伴い、介護保険法の一部が改正され、介護医療院の人員等に

関する基準を条例で定める必要があるため、条例を制定しようとするもの

＜主な内容＞

１　介護医療院の運営の基本方針

２　従業員の員数その他の人員に関する基準

３　施設及び構造設備に関する基準

４　適切な処遇及び安全の確保その他の運営に関する基準

５　ユニット型介護医療院に関する基準

[施行日：平成30年4月1日]

久留米市介
護医療院の
人員、施設
及び設備並
びに運営の
基準に関す
る条例

指定居宅
サービス等
の事業の人
員、設備及
び運営に関
する基準等
の一部を改
正する省令
の施行に伴
う関係条例
の整備に関
する条例
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平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案３６ 　旅館業法施行令の一部改正を踏まえ、旅館業の施設の構造設備の基準等を

〔条例〕 見直すため、条例の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

１　旅館・ホテル営業等の施設の構造設備の基準の見直し

　(1)　洋室の最低数等を撤廃

　(2)　入浴施設に求める構造設備の基準を明確化

２　旅館業の営業者に求める措置の基準の見直し

　国の「旅館業における衛生等管理要領について」に準じた文言の修正

[施行日：平成30年6月15日]

議案３７ 　幼稚園教育要領等の改正に伴い、条文中の用語の整理をするため、条例

〔条例〕 の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

　条文中の用語の整理（引用要領）

[施行日：平成30年4月1日]

議案３８ 　大規模集客施設制限地区において建築を制限する建築物の範囲を改める

〔条例〕 ため、条例の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

　大規模集客施設制限地区において建築の制限の対象となる建築物に、

ナイトクラブを追加（建築基準法の改正により、ナイトクラブが劇場等と

同様の建築制限を受けることとなったことを踏まえたもの）

[施行日：平成30年4月1日]

議案３９ 　建築基準法の一部改正に伴い、条文中の用語の整理をするため、条例の一部

〔条例〕 を改正しようとするもの

＜主な内容＞

　条文中の用語の整理（引用条項等）

[施行日：平成30年4月1日]

議案４０ 　都市公園法施行令の一部改正に伴い、都市公園に設ける運動施設の敷地面積

〔条例〕 の上限を定め、及び条文中の用語の整理を行うため、条例の一部を改正しよう

とするもの

＜主な内容＞

　市町村が条例で定める、都市公園に設ける運動施設の敷地面積の上限を

50パーセントとするもの

[施行日：平成30年4月1日]

久留米市都
市公園条例
の一部を改
正する条例

久留米市特
別用途地区
建築条例の
一部を改正
する条例

久留米市幼
保連携型認
定こども園
以外の認定
こども園の
認定の要件
に関する条
例の一部を
改正する条
例

久留米市旅
館業法施行
条例の一部
を改正する
条例

久留米市地
区計画の区
域内におけ
る建築物等
の制限に関
する条例の
一部を改正
する条例
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平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案４１ 　移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令

〔条例〕 の規定を踏まえ、都市公園における便所の設置に係る基準を見直すため、条例

の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

　都市公園に設ける、主として高齢者、障害者等が利用する便所の男子用

小便器の基準に壁掛式小便器を追加するもの

[施行日：平成30年4月1日]

議案４２ 　高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等に係る改善命令を受けた保管

〔条例〕 事業者名等を公表の対象とするため、条例の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の規定に

基づく、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等に係る改善命令を受けた

事業者名及び処分内容等を公表の対象とするもの

[施行日：平成30年7月1日]

議案４３ 　都市計画法第８条第１項第２号の２に掲げる特定用途制限地域を定めること

〔条例〕 に伴い、建築基準法第４９条の２の規定に基づき、当該地域内における建築物

の用途の制限を定めるため、条例を制定しようとするもの

＜主な内容＞

１　下記の特定用途制限地域の種別ごとに建築してはならない建築物を規定

　(1)　田園居住地区　床面積500平方メートルを超える店舗等

　(2)　幹線沿道地区　床面積1,500平方メートルを超える店舗等

　(3)　産業集積地区　床面積500平方メートルを超える店舗等

２　既存の建築物に係る規制の緩和等

３　久留米市北野地区の風俗環境を守る条例の廃止

[施行日：平成30年4月1日]

議案４４ 　田主丸地区が田主丸都市計画区域として指定され、及び城島地区が筑後

〔条例〕 中央広域都市計画区域に含まれることに伴い、市民公園の範囲を整理し、

並びに城島町浜の河川敷を市民公園に加え、及び市民公園施設に係る規定

を整備するため、条例の一部を改正しようとするもの

＜主な内容＞

１　田主丸地区及び城島地区に存する市民公園を都市公園に移行（市民公園

　条例から削除）

２　城島町浜の河川敷を市民公園として規定

３　市民公園施設の設置、管理の許可に係る規定を整備

[施行日：平成30年4月1日]

久留米市産
業廃棄物の
不適正処理
の防止に関
する条例の
一部を改正
する条例

久留米市民
公園条例の
一部を改正
する条例

久留米市特
定用途制限
地域におけ
る建築物の
制限に関す
る条例

久留米市移
動等円滑化
のために必
要な特定公
園施設の設
置の基準に
関する条例
の一部を改
正する条例
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平成30年第1回市議会（定例会）市長提出予定議案概要

議案４５ 　主任介護支援専門員の定義を整理するため、条例の一部を改正しよう

〔条例〕 とするもの

＜主な内容＞

　主任介護支援専門員の定義について介護保険法施行規則の規定を引用

するもの

[施行日：平成30年4月1日]

【追加提出分】

議案等番号 件　　　名 概　要

議案４６ 　岡部千鶴氏の任期満了による。

〔人事〕 （任期:平成30年3月31日）

議案４７ 　宮崎智美氏の任期満了による。

〔人事〕 （任期：平成30年3月31日）

議案４８ 　平田美和子氏及び上田美芳氏の任期満了等による。

〔人事〕 （任期：平成30年6月30日）

議案４９ 　有馬良信氏の任期満了による。

〔人事〕 （任期：平成30年3月31日）

久留米市固
定資産評価
審査委員会
委員の選任
について

人権擁護委
員候補者の
推薦につい
て

久留米市教
育委員会委
員の任命に
ついて

久留米市地
域包括支援
センターの
職員等の基
準に関する
条例の一部
を改正する
条例

久留米市公
平委員会委
員の選任に
ついて
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